
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションとは、理学療法⼠等のリハビリ専⾨職が

⾃宅に訪問し⾏うリハビリのことです。⾝体機能の維持・⽇常⽣

活動作の獲得、社会参加、ご家族様への介助指導や環境調整など

様々なニーズに合わせたリハビリが可能です。

ご利⽤対象者様

・介護保険被保険者で要⽀援・要介護認定を受けている⽅

※特定医療費（指定難病）受給者証もご利⽤できます。

＜次のようなことでお困りの⽅はぜひご相談下さい＞

⾃宅でどんな体操をしたらいいかわからない

⽞関の出⼊りが怖くて最近外出しなくなった

浴槽の出⼊りが怖くてシャワーだけで済ませている

介助が⼤変で家族の負担が増えている

最近⾃宅内でつまずくことが多く不安になっている

リハビリをしたいけど病院に⾏けないので困っている

⾝体機能レベルや⽣活内容・環境に合わせたリハビリを提供して

まいります。



ご利⽤までの流れ

①担当のケアマネージャーに訪問リハビリのご相談をしていただくか

  ��当院にお問い合わせください。

②指⽰書の作成

＜当院の外来受診が可能な場合＞

当院から直接指⽰書作成が可能です。

＜主治医が他院医師の場合＞

かかりつけ医より診療情報提供書を作成してもらい、その情報を元に指⽰書を作成します。

③契約及び担当者会議

ご⾃宅にてご本⼈・ご家族・担当ケアマネージャー・当院スタッフにて担当者会議を⾏い、

契約書を作成します。

④開始

 当院スタッフが訪問しリハビリ開始

ご利⽤料⾦

訪問・介護予防訪問リハビリテーション

＜基本料⾦＞
訪問リハビリテーション費：307単位（1回20分につき）

＜加算料⾦（要介護の⽅のみ）＞
リハマネ加算（A）イ（要介護の⽅のみ）：180単位（1⽉につき）

＜その他加算・減算（条件に当てはまる⽅のみ）＞

短期集中リハビリテーション実施加算：200単位（１⽇につき）

診療未実施減算：50単位（１回につき）

ご利⽤料⾦の詳細については当院までお気軽にお問い合わせください。



ご利⽤時間・訪問範囲

⽉曜⽇〜⾦曜⽇の平⽇

8：30〜17：15

対象地域：川⻄市、猪名川町、宝塚市（⼀部）、池⽥市（⼀部）

アクセス

〒666−0017

川⻄市⽕打1−16−6 オアシスタウンキセラ川⻄２F

TEL：072‐764‐6228

FAX：072‐767‐9290

訪問専⽤携帯：070‐8448‐5746

事業所番号：2813103195

（訪問リハビリ担当：徳⼭）


